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１．経営面・施設面の経緯 イメージ図                                             （図１） 
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総務省 H19.12 

市民病院経営プラン 
（H21～H23） 

道明寺村国保直営道明寺病院として開設 

町制施行により道明寺国保直営道明寺病院に名称変更 

町村合併により藤井寺道明寺町国保道明寺病院に名称変更 

町名変更により美陵町国保道明寺病院に名称変更 

市制施行により藤井寺市国保道明寺病院に名称変更 

一般公立病院として藤井寺市立道明寺病院に名称変更 

市立藤井寺市民病院に名称変更 

24床 →87 床 

S44.2 増改築（Ⅰ期棟） 

S49.3 増改築（Ⅱ期棟） ⇒34 床 

S49.9 増改築（Ⅱ期棟） ⇒62 床 

S56.7 3階病院開設 ⇒87床 

S62.4 増改築（Ⅲ期棟） ⇒108 床 

S25.11開設 

⇒24床 

108床 98床 

Ｈ23.3 増改築（Ⅳ期棟） ⇒98 床 

（耐震化・リニューアル工事） 

公立病院 
改革ガイドライン 

総務省 H27.3 

新公立病院 
改革ガイドライン 

公立病院 
経営強化ガイドライン 

総務省 R4.3 

市民病院経営プラン 
（H24～H26） 

市民病院改革プラン 
（H29～R2） 

市民病院改革プラン 
（R3～R7） 

市民病院経営強化プラン 
※R5 に作成予定 

追補 

第 7次大阪府医療計画 
（H30～R5） 

第 6次大阪府医療計画 
（H25～H29） 

市民病院経営プラン 
（H27～H29） 

第 8次大阪府医療計画 

（R5年度中に策定予定） 

第二十四回 地域医療構想に 
関するワーキンググループ 

厚生労働省 R1.9 
（参考資料 1-2 P28） 

厚生労働省 R2.1 

公立・公的医療機関等の 
具体的対応方針の再検証について 

再検証要請 

南河内保健医療協議会 
再検証要請 

地域医療構想の
中での役割・機能
について協議し、
合意を得る。 

大
阪
府 

厚
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総
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病院の今後に 
ついては 

『継続協議』 

移転新築方針 耐震化・リニューアル ⇒ 継続使用 

H13頃から移転新築を検討を行い、H18に一部着手するも、同年度の一般会計決算が市として初の赤字

となるなど財政的危機に陥り、建替を断念して耐震化・リニューアル工事を行った。（H23.3終了） 

今後については、 

未定。 

○ソフト面は、主に経営に関することで、近年では総務省の発出するガイドラインに基づき経営プ

ラン（改革プラン）を策定し、経営改善に努めてきたが、地域医療構想の中で公立病院として果

たす役割（機能）が見いだせていないことが課題。 

○ハード面については、過去には移転新築を計画していたが財政的事情によりこれを断念し、施設

を修繕しながら継続使用しているが、老朽化に対する抜本的な方針がないことが課題。 

H13 H19 

現在 

R4.7 月 1 日より全庁的な検討体制を

構築し、ソフト面、ハード面の両面か

ら、あらゆる可能性を含めた総括的検

討に移行した。 

内科、外科、放射線科（S25.11～） 

小児科（S25.11～S52.7） 

整形外科 

小児科（S62.4～） 

麻酔科（H22.7～） 

消化器科（S52.7～） 消化器内科（H20.12～） 

消化器外科（H23.4～） 

理学療法科（S52.7～） リハビリテーション科（H8.12～） 

資料Ⅰ－１ 市民病院あり方検討の概要 
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２．再検証対象医療機関 

 

    【第二十四回 地域医療構想に関するワーキンググループ 参考資料 1-2】 

Ａ 診療実績が特に少ない （該当） Ｂ 類似かつ近接 （該当） 

がん  がん ● 

心筋梗塞等の心血管疾患 ● 心筋梗塞等の心血管疾患 ● 

脳卒中 ● 脳卒中 ● 

救急医療 ● 救急医療 ● 

小児医療 ● 小児医療 ● 

周産期医療 ● 周産期医療 ● 

災害医療 ● 

 へき地医療 ● 

研修・派遣機能 ● 

   ※本市の市民病院は『Ｂ』に該当。 

    「構想区域内に、一定数以上の診療実績を有する医療機関が２つ以上あり、かつ、お互いの所在地が近接している（診療実

績が無い場合も含む。）」 
 

【役割（機能）の再検証】（厚生労働省） 

《地域医療構想調整会議（南河内保険医療協議会）で合意を得ること》 

①現在の地域における急性期機能や、将来の人口推移とそれに伴う医療需要の変化等の医療機関を取り巻く環境を踏

まえた、2025 年を見据えた自医療機関の役割 

②分析の対象とした領域ごとの医療機能の方向性（他の医療機関との機能統合や連携、機能縮小、機能廃止等） 

③①②を踏まえた機能別の病床数の変動 

 

参考） （参考資料１）公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について（令和 2年 1月 17日医政発 0117第 4号） 

３．あり方検討の構造 

 
【実行可能性の検討】 

  ソフト面検討 

  実行可 実行不可 

ハード面検討 

実行可 【実行可】 【実行不可】 

実行不可 【実行不可】 【実行不可】 

 

 

 

第７次大阪府医療計画 
（H30～R5） 

大阪府 Ｈ30.3 

第二十四回 地域医療構想に 
関するワーキンググループ 

厚生労働省 R1.9 
（参考資料 1-2 P28） 

厚生労働省 R2.1 

公立・公的医療機関等の 
具体的対応方針の再検証について 

藤井寺市民病院 

再検証対象 

医療機関 

再検証結果に関して 

合意を形成 

南河内保健医療協議会 

大阪府保健医療協議会 
（地域医療構想調整会議） 

第８次大阪府医療計画 
（R6～R11） 

（R5 策定予定） 

地域医療構想 

反映 

現在『継続審議』と 

なっている 

Ｒ５年度中に基本方針策定 
目標 

公立病院経営強化プランの策定（R5 予

定）にも必要となってくる。 

（図２） 

改修プラン 

（長寿命化プラン） 

現地建替 

プラン 

移転新築 

プラン 

現状維持プラン 

（公設公営） 

独立行政法人化 

プラン 

地方公営企業の 

全部適用化プラン 

指定管理者制の導入 

プラン 

機能分化・連携強化 

プラン 

民間活力の導入 

プラン 

その他 

プラン 

総括的 

検討 

各
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ハード面検討 ソフト面検討 

解決案の模索 

（市としての方針） 

『基本方針』策定 

Ｒ４予定 Ｒ４予定 

Ｒ５予定 

（図３） 

廃院プラン 

（廃院した際の影響調査） 

【総括的検討】 

○今回のあり方検討の解決には、ハード面・ソフト面の両面で実行可能でなければならない点がポイント。 

○いずれか片方でも不可能となる場合、廃院となるため、あらゆる可能性を排除しない検討を行う。 

 （各プランを精査し、実行可能性を検討したうえで政策決定を行う。） 


